
262明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 48 号〕平成 23 年 11 月

昭
憲
皇
太
后
基
金
の
創
立
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

小

林

晃

枝

は
じ
め
に

　

明
治
神
宮
の
御
祭
神
で
あ
る
昭
憲
皇
太
后
（
以
下
、皇
太
后
と
記
す
）

が
、
社
会
事
業
に
理
解
と
関
心
を
示
し
、
積
極
的
に
援
助
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
稿
で
み
て
い
く
「
昭
憲
皇
太
后

基
金
（
以
下
、
皇
太
后
基
金
と
記
す
）」
は
、
皇
太
后
が
関
わ
っ
た
社

会
事
業
の
数
々
の
集
大
成
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
の
皇
太
后
基
金
は
、
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
に
第
九
回

赤
十
字
国
際
会
議
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
際
、
平
時
事
業
に

限
っ
て
使
用
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
赤
十
字
国
際
会
議
に
皇
太
后
か

ら
下
賜
さ
れ
た
十
万
円
（
1
（

を
基
に
創
設
さ
れ
た
。

　

皇
太
后
基
金
は
創
設
か
ら
十
年
目
の
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
よ

り
、
保
健
衛
生
事
業
・
教
育
、
災
害
救
護
活
動
、
医
療
や
福
祉
等
、

戦
争
に
関
わ
ら
な
い
事
業
に
対
し
て
、
毎
年
（
2
（

皇
太
后
の
崩
御
さ
れ
た

四
月
十
一
日
に
、
申
請
が
あ
っ
た
各
国
の
赤
十
字
に
皇
太
后
基
金
の

利
子
を
配
分
し
て
い
る
。
基
金
そ
の
も
の
は
昭
憲
皇
太
后
基
金
管
理

合
同
委
員
会
（
3
（

に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
て
お
り
、
日
本
が
皇
太
后
基

金
の
運
営
に
つ
い
て
注
文
を
つ
け
る
こ
と
は
一
切
な
い
。
配
分
の
詳

細
に
つ
い
て
は
毎
年
日
赤
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
割

愛
し
た
。

　

現
在
で
も
、
皇
太
后
基
金
は
主
に
皇
室
に
よ
っ
て
増
額
さ
れ
て
お

り
、
世
界
各
国
の
赤
十
字
の
平
時
事
業
に
貢
献
し
て
い
る
。
昭
憲
皇

太
后
の
名
は
皇
太
后
基
金
の
存
在
と
共
に
世
界
中
に
知
ら
れ
て
お
り
、

皇
太
后
基
金
の
恩
恵
を
受
け
た
国
は
数
多
い
。
し
か
し
残
念
な
こ
と

に
、
我
が
国
で
は
皇
太
后
基
金
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
（
4
（

。

研
究
ノ
ー
ト
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世
界
各
国
の
赤
十
字
に
名
を
知
ら
し
め
た
皇
太
后
基
金
と
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
皇
太
后
基
金
に
つ
い
て
、
そ
の

創
設
の
過
程
と
背
景
を
み
て
い
き
た
い
。

一

　

皇
太
后
基
金
の
性
質
や
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
論
考
は
、
管
見

の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤

と
記
す
）
と
明
治
神
宮
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
資
料
か
ら
、
そ
の

概
要
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ

い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

日
赤
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
續
稿
』
上
巻
（
（
（

（
以
下
、
社
史
續
稿
と
記
す
）
は
、
皇
太
后
基
金
創
設
の
発
案
か
ら
創

設
に
至
る
ま
で
、
当
時
の
各
国
の
赤
十
字
の
動
き
や
資
料
と
と
も
に

時
系
列
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

明
治
神
宮
の
社
報
『
代
々
木
』
平
成
二
十
二
年
春
号
（
（
（

に
掲
載
さ
れ

た
佐
藤
雅
紀
（
（
（

に
よ
る
「
昭
憲
皇
太
后
御
誕
生
百
六
十
年
記
念　

慈
し

み
は
国
境
と
時
代
を
超
え
て　

昭
憲
皇
太
后
基
金
の
創
設
」
の
内
容

は
『
社
史
續
稿
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
著
者
自
身
の
考
察
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
初
期
の
文
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
読

み
難
い
『
社
史
續
稿
』
を
、
現
代
の
文
体
で
理
解
さ
れ
や
す
く
書
く

事
に
よ
っ
て
、
皇
太
后
基
金
の
内
容
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
加
え
、『
明
治
天
皇
紀
（
8
（

』
の
記
述
も
援
用
し
な
が

ら
、
次
節
よ
り
、
皇
太
后
基
金
の
創
設
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二

　

皇
太
后
基
金
創
設
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
皇
太
后
と
日
赤
と

の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
で
は
あ
る
が
述
べ
て
み
た
い
。

　

次
ペ
ー
ジ
の
資
料
は
『
明
治
天
皇
紀
』
か
ら
抜
粋
し
た
皇
太
后
の

日
赤
へ
の
行
啓
、
援
助
の
一
覧
で
あ
る
。
皇
太
后
は
日
赤
だ
け
で
は

な
く
他
に
も
、
東
京
慈
恵
医
院
、
孤
児
院
や
盲
唖
院
、
更
に
は
自
然

災
害
や
事
故
な
ど
へ
の
援
助
も
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
（
（
（

。
中
で
も
日
赤

へ
の
関
心
は
強
く
、
長
年
に
わ
た
り
毎
年
行
わ
れ
る
総
会
へ
の
行
啓
、

援
助
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
関
心
の
強
さ
は
、
赤
十
字
の
存
在

が
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
的
な
存
在
で
あ
り
、
人
道
と
公
平
を

信
条
と
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
『
社
史
續
稿
』
に
よ
る
と
、
皇
太
后
基
金
創
設
の
発
案
は
、
当
時

日
赤
の
社
長
で
あ
っ
た
松
方
正
義
侯
爵
で
あ
る
。

　

本
来
赤
十
字
は
戦
場
に
お
い
て
敵
味
方
の
区
別
な
く
、
負
傷
者
を

救
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
時
代
を
経
る

に
つ
れ
て
、
各
国
の
赤
十
字
が
戦
時
下
で
あ
る
か
な
い
か
に
拘
わ
ら

ず
、
平
時
救
護
事
業
に
力
を
入
れ
始
め
、
救
護
施
設
を
拡
張
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
に
ロ

ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
八
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
も
「
結
核
の
予

防
撲
滅
」
が
決
議
さ
れ
た
（
（（
（

こ
と
も
、
国
際
赤
十
字
の
活
動
範
囲
が
平
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【資料】

日　付 記　　　事

【明治（（年】
　 （月（（日
　 （月（（日
※ （月 （日

【明治（（年】
　 （月（（日

【明治（（年】
※

【明治（（年】
※ （月 （日
　（（月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日
　 （月（（日
　 （月（（日
　 （月（（日
　（（月（（日
　（（月（（日
　（（月（（・
      （（日

【明治（（年】
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日

【明治（（年】
　（（月 （日
　（（月（（日

【明治（（年】
　 （月 （日
　 （月 （日
　（（月 （日

両后、出征将卒の傷病者に、自ら作った綿撒絲、他の慰問品を頒ける。
両后に倣い、華族に恤兵活動をさせる。
博愛社創立に対し、主上千円を下賜。

皇后、博愛社に年金を賜う。

この年イタリアで大震災。皇后 300 円を下賜。

赤十字条約に加盟。
皇后、東京鎭臺病院に行啓。また博愛社病院開院式に行啓。

博愛社を天皇・皇后の眷護の下に置き、社名を日本赤十字社と改む。
主上・皇后、日本赤十字社に賜金。

皇后、日本赤十字病院に行啓。
皇后、日本赤十字社総会に臨御。
皇后、磐梯山噴火羅災に 1000 円を下賜。
皇后、日本赤十字社幹事に謁を賜い、欧州各国赤十字社の現状を問う。
両后、日本赤十字社有功章社員章を受く。
皇后、万国赤十字社創立 2（ 年記念祝典に臨御。
皇后、帝国大学医科大学病院・慈恵医院・日本赤十字社病院に小児の冬
服を下賜。

皇后、日本赤十字社第 3 回総会に臨御。

皇后、日本赤十字社京都支部総会に行啓。
皇后、日本赤十字社第 4 回総会に臨御。

皇后、日本赤十字社第 （ 回総会に行啓。

皇后、陸海軍戦傷者に御自製の包帯を下賜。
皇后、御自製の包帯を赤十字社に下賜。

皇后、今次戦争により失明したる者に義眼を賜う。
皇后、御自製の包帯を下賜。
皇后、日本赤十字社に令旨を賜う。
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日　付 記　　　事

【明治（（年】
　 （月 （日

【明治（（年】
　（（月（（日

【明治（（年】
　 （月 （日

【明治（（年】
　（（月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日
　 （月（（日
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月（（日

【明治（（年】
　 （月 （日

【明治（（年】
　 （月 （日

【明治（（年】
　 （月 （日

【明治（（年】
　 （月 （日
　（（月（（日

【明治（（年】
　 （月 （日

皇后、日本赤十字社戦後臨時総会兼第 8 回社員総会に臨御。

皇后、第 （ 回日本赤十字社総会に臨御。

皇后、日本赤十字社第 10 回社員総会に臨御。

皇后、日本赤十字社第 11 回総会並びに同社創立 2（ 年紀祝典式に行啓。

皇后、第 12 回日本赤十字社総会に臨御。

皇后、戦傷軍人に義眼義肢を下賜。ロシア兵にも賜うべき旨を令す。
皇后、日本赤十字社篤志看護婦人会に行啓。
皇后・皇太子妃と倶に作った包帯を下賜。

皇后、日本赤十字社戦後臨時総会並びに第 10 回社員総会に臨御。

皇后、日本赤十字社第 1（ 回総会に行啓。

皇后、第 1（ 回日本赤十字社総会へ行啓。

皇后、第 1（ 回日本赤十字社総会へ行啓。

皇后、第 18 回日本赤十字社総会へ行啓。
皇后、日本赤十字社病院へ行啓。

皇后、第 1（ 回日本赤十字社総会へ行啓。
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時
の
救
護
活
動
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
に
も
平
時
に
お
け
る
救
護
事
業
は
、
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア

の
皇
后
と
皇
太
后
が
国
際
赤
十
字
に
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進

さ
れ
て
き
た
。
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
で
開
催

さ
れ
た
第
四
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
は
、
ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
1
世
の
皇
后
ア
ウ
グ
ス
タ
が
、「
将
来
赤
十
字
事
業
ニ
就
キ
テ
発

見
ノ
功
ア
ル
時
使
用
ニ
供
セ
ラ
レ
タ
リ
（
（（
（

」
と
金
六
千
マ
ー
ク
を
下
賜

さ
れ
た
。
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
ア
ウ
グ
ス
タ
皇
后
が
崩

御
さ
れ
る
と
、『
陛
下
ノ
赤
十
字
事
業
ニ
對
セ
ラ
ル
ル
御
偉
功
ヲ
永

遠
ニ
紀
念
ス
ル
爲
メ
右
ノ
恩
賜
金
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
國
際
基
金
ヲ
創
設

シ
之
ニ
「
ア
ウ
グ
ス
タ
基
金
」
ナ
ル
名
稱
ヲ
附
シ
（
（（
（

』
と
ア
ウ
グ
ス
タ

基
金
の
創
設
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

他
に
も
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
ロ
シ
ア
で
開
催
さ
れ

た
第
七
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
は
、
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の

母
マ
リ
ー
フ
ェ
オ
ド
ロ
ヴ
ナ
皇
太
后
が
「
戰
場
ニ
於
ケ
ル
軍
隊
傷
病

者
ニ
迅
速
且
有
功
ノ
救
助
ヲ
與
フ
ル
方
法
ヲ
改
良
シ
又
ハ
新
ナ
ル
方

法
ヲ
發
明
ス
ル
モ
ノ
ヲ
奨
勵
（
（（
（

」
す
る
目
的
で
金
十
万
ル
ー
ブ
ル
を
赤

十
字
国
際
連
合
に
下
賜
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

上
記
の
よ
う
に
赤
十
字
国
際
連
合
は
、
皇
太
后
基
金
創
設
以
前
か

ら
平
時
事
業
に
も
関
心
を
示
し
、
そ
の
活
動
に
力
を
注
い
で
き
た
の

で
あ
る
。

　

松
方
社
長
は
各
国
の
赤
十
字
が
平
時
事
業
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ

と
、
更
に
は
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
の
皇
后
、
皇
太
后
が
赤
十
字
国
際
連

合
に
下
賜
金
を
与
え
て
い
る
現
状
を
認
識
し
、
日
本
も
平
時
事
業
に

力
を
入
れ
、
赤
十
字
国
際
連
合
に
皇
室
の
援
助
を
賜
う
こ
と
が
で
き

な
い
か
と
考
え
た
。

　

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
八
月
（
（（
（

、
松
方
社
長
は
皇
后
宮
大
夫

伯
爵
香
川
敬
三
に
面
接
し
て
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
意
見
を
述
べ
た
。

我　

皇
室
若
シ
此
ノ
時
運
ニ
際
シ
赤
十
字
聯
合
ニ
對
シ
テ
平
時

救
護
事
業
御
奨
勵
ノ
思
召
ヲ
以
テ
賜
金
ノ
恩
命
ヲ
垂
レ
サ
セ
給

ハ
ン
ニ
ハ
御
國
光
ノ
顯
揚
幾
何
ナ
ル
ヲ
測
ル
ヘ
カ
ラ
ス
殊
ニ
平

時
救
護
事
業
ニ
最
モ
熱
心
ヲ
有
ス
ル
米
國
赤
十
字
ノ
主
催
ニ
依

リ
最
近
ニ
開
設
セ
ン
ト
ス
ル
第
九
囘
赤
十
字
國
際
會
議
ヲ
機
ト

シ
テ
之
ヲ
發
表
セ
シ
メ
給
ハ
ハ
其
ノ
時
宜
ノ
適
切
ナ
ル
之
ニ
如

ク
モ
ノ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
（
（（
（

こ
れ
に
応
じ
て
、
皇
后
宮
大
夫
香
川
は
松
方
社
長
の
意
見
に
大
き
く

賛
意
を
表
明
し
て
い
る
。

　

松
方
社
長
は
続
け
て
陸
軍
、
海
軍
、
外
務
の
各
大
臣
と
面
接
し
て

皇
后
大
夫
に
述
べ
た
も
の
と
同
じ
持
論
を
述
べ
、
こ
れ
に
各
大
臣
と

も
に
賛
意
を
示
し
た
。
松
方
社
長
は
更
に
慎
重
を
期
し
、
宮
内
大
臣

伯
爵
渡
邊
千
秋
に
次
の
趣
意
書
を
提
出
し
た
。
少
し
長
い
が
、
こ
こ

に
引
用
し
て
お
く
。

　
　

皇
后
ヨ
リ
赤
十
字
國
際
聯
合
へ
下
賜
金
ノ
件

赤
十
字
事
業
ハ
孰
レ
ノ
國
ニ
在
リ
テ
モ　

皇
室
又
ハ
政
府
ノ
特
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別
ナ
ル
保
護
ヲ
享
受
セ
サ
ル
モ
ノ
無
シ
ト
雖
就
中
日
本
赤
十
字

社
ニ
對
ス
ル
我

皇
室
至
高
御
保
護
ノ
優
渥
ナ
ル
世
界
ニ
其
ノ
比
ヲ
見
サ
ル
所
ニ

シ
テ
各
國
赤
十
字
社
ノ
等
シ
ク
欽
慕
措
カ
サ
ル
所
以
ナ
リ
蓋
シ

本
社
ノ
事
業
年
ヲ
逐
ウ
テ
擴
張
シ
數
囘
ノ
戰
役
ニ
遭
遇
シ
テ
克

ク
其
ノ
任
務
ヲ
遂
行
シ
益
〻
内
外
ノ
同
情
ヲ
得
テ
其
ノ
基
礎
鞏

固
ヲ
加
へ
健
全
ナ
ル
發
逹
ヲ
爲
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
洵
ニ
偶
然
ニ

非
サ
ル
ナ
リ

玆
ニ
赤
十
字
聯
合
ハ
本
年
五
月
米
國
ニ
於
テ
第
九
囘
赤
十
字
國

際
會
議
ヲ
開
設
セ
ン
ト
ス
抑
〻
本
會
ハ
毎
五
年
一
囘
之
ヲ
開
キ

赤
十
字
條
約
ニ
聯
盟
セ
ル
各
國
政
府
及
各
赤
十
字
社
ノ
代
表
員

數
百
名
相
會
シ
赤
十
字
事
業
ノ
改
善
進
歩
ヲ
圖
ル
主
要
ノ
機
關

ニ
シ
テ
各
國
競
フ
テ
意
見
ヲ
發
表
シ
有
益
ナ
ル
結
果
ヲ
見
ハ
セ

リ
仰
キ
希
ク
ハ
今
囘
ノ
集
會
ヲ
機
ト
シ
我

皇
室
ヨ
リ
國
際
赤
十
字
ノ
爲
特
種
ノ
恩
眷
ヲ
垂
レ
サ
セ
ラ
レ
之

ニ
依
テ
更
ニ
斯
業
改
善
ノ
新
路
ヲ
索
求
セ
シ
メ
給
ハ
ハ
宏
恩
世

界
ヲ
覆
被
シ
一
層
我
國
光
ノ
赫
々
タ
ル
ヲ
瞻
仰
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ

シ
加
之
米
國
ハ
我
親
交
ノ
友
邦
ニ
シ
テ
彼
カ
主
催
ノ
集
會
ニ
際

シ
果
シ
テ
前
段
ノ
如
キ
慈
光
ヲ
拜
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
該
會
議
ニ

無
上
ノ
光
彩
ヲ
加
ヘ
シ
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
乃
チ
米
國
赤
十

字
ノ
今
囘
ノ
計
畫
ニ
善
美
ナ
ル
結
果
ヲ
與
ヘ
給
フ
モ
ノ
ナ
リ
從

テ
彼
カ
感
銘
深
厚
ヲ
極
メ
彼
我
國
際
ノ
關
係
上
著
大
ナ
ル
好
影

響
ヲ
及
ス
ニ
至
ル
ヘ
シ
（
中
略
）

熟
々
惟
ル
ニ
赤
十
字
事
業
ハ
戰
時
ノ
救
護
ヲ
以
テ
目
的
ト
爲
ス

モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
平
時
ニ
於
テ
モ
亦
之
カ
活
動
ヲ
奨
勵
ス
ヘ
キ
ノ

道
理
ア
リ
如
何
ト
ナ
レ
ハ
赤
十
字
ハ
元
來
仁
愛
ヲ
以
テ
其
ノ
主

義
ト
ナ
ス
カ
故
ニ
平
時
ニ
於
テ
之
ヲ
施
工
ス
ル
モ
何
等
ノ
扞
格

ヲ
見
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
却
テ
社
會
ノ
道
徳
ヲ
進
メ
國
際
間
ノ
平

和
ヲ
助
長
ス
ル
ニ
與
リ
テ
大
ニ
力
ア
ル
ヘ
シ
且
公
共
ノ
變
災
ニ

對
シ
テ
救
護
ヲ
施
工
ス
ル
ト
キ
ハ
赤
十
字
ノ
存
在
ト
其
ノ
功
益

ト
ヲ
普
ク
人
民
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
ヲ
以
テ
斯
業
ハ

益
〻
隆
昌
發
達
ノ
基
礎
ヲ
鞏
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
得
ヘ
シ
斯
ノ
如

ク
ニ
シ
テ
平
時
赤
十
字
事
業
ヲ
盛
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
戰
時

ノ
救
護
事
業
ヲ
シ
テ
一
層
活
動
ノ
素
地
ヲ
形
成
セ
シ
ム
ル
ヲ
得

ル
ノ
利
ア
リ
（
中
略
）

皇
室
若
シ
此
ノ
状
態
ヲ
下
鑒
シ
給
ヒ
之
カ
奨
勵
基
金
ヲ
設
置
セ

シ
メ
給
フ
カ
如
キ
コ
ト
ヲ
得
ハ
是
レ
最
モ
時
宜
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
依
テ
以
テ
平
時
赤
十
字
事
業
ノ
進
歩
ニ
資
シ
人
類
ノ
不
幸

ヲ
救
濟
サ
ル
ル
ニ
於
テ
盛
徳
窮
リ
罔
ル
ヘ
シ
若
シ
夫
レ
此
ノ
基

金
ノ
維
持
増
殖
及
奨
勵
金
授
與
ノ
方
法
等
ニ
關
ス
ル
規
則
竝
基

金
ノ
名
稱
等
ニ
關
シ
テ
ハ
「
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
國
際
委
員
ノ
意
見

ト
第
十
囘
赤
十
字
國
際
會
議
ノ
意
見
ト
ヲ
徴
シ
確
定
ス
ル
コ
ト

ト
ナ
ル
ヘ
シ

　

こ
の
よ
う
な
趣
意
書
を
提
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
内
大
臣
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か
ら
は
何
ヶ
月
も
返
答
が
無
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ワ
シ
ン
ト
ン

で
開
催
さ
れ
る
万
国
赤
十
字
総
会
に
出
席
す
る
た
め
の
出
発
日
は
近

づ
い
て
き
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
四
十
五
（
一
九
二
二
）
年
二

月
、
松
方
社
長
は
副
社
長
で
あ
る
小
澤
男
爵
に
宮
内
大
臣
を
訪
問
さ

せ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
出
発
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
万
国
赤
十
字
総
会

に
提
出
す
べ
き
手
続
き
を
し
た
く
、
な
る
べ
く
速
く
ご
決
定
を
い
た

だ
き
た
い
旨
を
申
し
上
げ
、
宮
内
大
臣
は
そ
の
旨
を
了
承
し
た
。

　

同
年
二
月
七
日
、
小
澤
副
社
長
と
日
赤
篤
志
看
護
婦
人
会
幹
事
で

あ
る
長
崎
多
恵
子
は
沼
津
御
用
邸
に
滞
在
中
の
皇
太
后
に
謁
見
を

賜
っ
て
い
る
。
こ
の
場
で
ど
の
よ
う
な
御
下
問
が
あ
っ
た
の
か
は
記

録
が
無
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
想
像
す
る
に
赤
十
字
の
平
時
救
護

活
動
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
よ
う
や
く
、
同
年
四
月
二
十
日
に
宮
内
大
臣
よ
り
松
方
社

長
に
待
望
の
御
下
賜
金
の
通
達
（
（（
（

が
き
た
。

一
金
拾
萬
圓
也

右
萬
國
赤
十
字
聯
合
平
時
救
護
事
業
奨
勵
基
金
ト
シ
テ

皇
后
陛
下
思
召
ヲ
以
テ
下
賜
候
旨

御
沙
汰
候
條
第
九
囘
總
會
ヲ
期
ト
シ
テ
寄
贈
方
可
被
取
計
候
此

段
及
通
達
候
也

　

明
治
四
十
五
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣　

伯
爵　

渡
邊
千
秋

　

日
本
赤
十
字
社
社
長
侯
爵
松
方
正
義
殿

　

こ
の
通
達
を
手
に
し
た
瞬
間
、
松
方
社
長
は
こ
れ
で
日
赤
も
各
国

の
赤
十
字
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
が
で
き
た
と
喜
ん
だ
に
違
い
な
い
。

　

同
年
五
月
四
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
て
い
た
小
澤
副
社
長
は

「
皇
后
陛
下
ヨ
リ
萬
國
赤
十
字
聯
合
ヘ
平
時
救
護
事
業
奨
勵
基
金
拾

萬
圓
下
賜
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
キ
第
九
囘
赤
十
字
國
際
會
議
ニ
於

テ
提
議
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
（
（（
（

」
と
の
電
報
を
松
方
社
長
よ
り
受
け
取
っ
た
。

そ
し
て
日
本
国
皇
后
が
万
国
赤
十
字
に
対
し
平
時
事
業
の
た
め
の
御

下
賜
金
を
寄
贈
さ
れ
た
、
と
急
い
で
万
国
赤
十
字
に
報
告
し
て
い
る
。

　

同
年
五
月
七
日
、
第
九
回
万
国
赤
十
字
総
会
開
会
式
に
お
い
て
、

書
記
長
エ
ミ
ル
・
シ
ャ
レ
リ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
代
表
）
が
、
皇
太
后
が

平
時
事
業
に
対
し
十
万
円
の
寄
贈
を
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
。
各
国
代

表
は
起
立
し
、
拍
手
を
も
っ
て
皇
太
后
の
偉
業
を
た
た
え
た
と
い
う
。

　

同
年
七
月
四
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
帰
朝
し
た
小
澤
副
社
長
と
長

崎
多
恵
子
は
参
内
し
、
皇
太
后
に
総
会
の
状
況
、
殊
に
下
賜
あ
ら
せ

ら
れ
た
平
時
救
護
事
業
奨
励
基
金
設
定
に
つ
い
て
ご
報
告
申
し
上
げ

た
。
こ
こ
に
昭
憲
皇
太
后
基
金
の
基
礎
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
、『
社
史
續
稿
』
を
基
に
皇
太
后
基
金
創
設
と
背
景
に
つ
い

て
み
て
き
た
。
本
稿
で
は
皇
太
后
基
金
創
設
発
案
が
皇
太
后
自
ら
で

は
な
く
、
日
本
赤
十
字
社
側
か
ら
の
強
い
要
請
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
皇
太
后
の
弱
者
へ
の
慈
し
み
や
社
会
事
業
へ
の

理
解
と
関
心
は
も
と
よ
り
、
皇
太
后
が
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
を
長

年
に
わ
た
り
援
助
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
な
か
っ
た
ら
皇
太
后
基

金
創
設
案
は
出
て
こ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
皇
太
后
は
政
治
に
は
関
与
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
西
洋
の
王

妃
達
の
公
務
に
関
し
て
大
変
興
味
を
示
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
外

交
官
で
あ
り
、
宮
内
省
顧
問
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・

モ
ー
ル
は
皇
太
后
に
つ
い
て
「
国
民
教
育
制
度
へ
の
関
与
、
病
人
の

看
護
、
日
本
赤
十
字
会
長
の
座
に
つ
く
こ
と
、
外
交
団
な
ら
び
に
し

き
り
に
東
京
の
宮
中
を
来
訪
す
る
よ
う
に
な
っ
た
外
国
の
王
侯
た
ち

の
応
接
、
そ
れ
に
時
代
の
精
神
的
な
す
べ
て
の
動
き
に
関
心
を
よ
せ

る
こ
と
な
ど
が
日
常
の
ご
生
活
の
中
で
皇
妃
が
も
っ
と
も
心
に
か
け

ら
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
皇
后
が
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
願
わ
れ
た

の
は
こ
う
し
た
王
妃
と
し
て
の
お
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
ご
皇
后
は

ド
イ
ツ
第
二
帝
国
初
の
皇
后
に
従
わ
れ
、
多
く
の
実
績
を
あ
げ
ら
れ

た
」
と
述
懐
（
（（
（

し
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
太
后
が
西
洋
の
王
妃
の
公
務
を

冷
静
に
見
つ
め
、
日
本
が
西
洋
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
こ
と
を
自
ら
示

そ
う
と
し
た
こ
と
の
現
わ
れ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

政
治
的
に
皇
太
后
基
金
創
設
を
見
れ
ば
、
近
代
日
本
の
国
力
を
国

際
的
に
示
し
、
信
用
を
得
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
大
東
亜
戦
争
後
も
皇
太
后
基
金
は
運
営
が
続

け
ら
れ
て
い
る
。
敗
戦
に
よ
っ
て
王
朝
が
廃
止
さ
れ
た
り
国
の
制
度

そ
の
も
の
が
変
化
し
た
ロ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
の
皇
后
に
よ
る
基
金
は
廃

止
さ
れ
た
。
皇
太
后
基
金
も
同
様
に
戦
後
存
続
が
危
う
く
な
っ
た
時

が
あ
っ
た
が
（
（（
（

、
日
本
政
府
が
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
廃
止
を
免
れ

て
い
る
。

　

現
在
も
皇
太
后
基
金
へ
の
援
助
は
主
に
皇
室
が
行
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
先
の
皇
后
が
創
設
し
た
基
金
に
対
し
て
、
皇
室
が
更
に
基

金
を
増
額
し
て
い
る
姿
が
、
自
ら
の
国
を
尊
重
し
て
い
る
と
受
け
止

め
ら
れ
、
日
本
が
国
際
的
に
信
用
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

皇
太
后
基
金
は
国
内
で
の
認
知
度
が
低
く
、
ま
た
資
料
が
限
ら
れ

て
い
る
た
め
、
十
分
な
考
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
国

際
的
な
日
本
の
立
場
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
更
な
る
研
究
が
俟
た

れ
る
。

注（1
）　

現
在
の
金
額
で
約
三
億
五
千
万
円
と
さ
れ
る
。

（
2
）　

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
の
み
利
子

配
分
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（
3
）　

赤
十
字
国
際
委
員
会
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
の
代
表
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　

皇
太
后
基
金
の
存
在
が
日
本
で
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
治

神
宮
の
社
報
「
代
々
木
」
平
成
二
十
一
年
春
号
「
皇
室
、
昭
憲
皇

太
后
と
日
本
赤
十
字
社
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
日
赤
の
近
衛
社
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長
自
身
が
認
め
て
い
る
。

（
（
）　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
年
十
月
二
十
日
発
行
。
非
売
品
。

（
（
）　

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
発
行
。
明
治
神
宮
社
務
所
・
明
治
神
宮

崇
敬
会
。

（
（
）　

昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
生
ま
れ
。
日
本
赤
十
字
社
に
奉
務
し
、

数
々
の
職
を
歴
任
す
る
。
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
編
纂
を
勤
め
る
。

（
8
）　

宮
内
省
臨
時
帝
室
編
集
局
編
集
。
全
十
三
巻
。
株
式
会
社
吉
川
弘

文
館
が
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
か
ら
同
五
十
二
（
一
九
七

七
）
年
ま
で
、
普
及
版
と
し
て
再
編
集
し
発
行
し
た
。

（
（
）　

小
田
部
雄
次
『
昭
憲
皇
太
后
・
貞
明
皇
后
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　

二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
日
初
版
第
一
刷
発
行　

一
五
五
頁
～
一

六
二
頁
。

（
10
）　
『
社
史
續
稿
』
五
一
六
頁
。

（
11
）　

同
書
五
一
八
～
五
一
九
頁
。

（
12
）　

同
書
五
一
九
頁
。

（
13
）　

同
書
五
一
九
頁
。

（
14
）　

そ
の
後
赤
十
字
国
際
会
議
は
、
こ
の
下
賜
金
を
基
に
該
当
発
明
品

の
懸
賞
募
集
を
実
行
し
て
い
る
。

（
1（
）　
『
社
史
續
稿
』
五
一
七
頁
に
は
「
日
不
詳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　

同
書
五
一
七
頁
。

（
1（
）　

同
書
五
二
三
～
五
二
四
頁
。

（
18
）　

同
書
五
二
四
頁
。

（
1（
）　

金
森
誠
也
訳
『
ド
イ
ツ
貴
族
の
明
治
宮
廷
記
』
新
人
物
往
来
社　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年

（
20
）　
『
代
々
木
』
平
成
二
十
一
年
春
号　
「
皇
室
、
昭
憲
皇
太
后
と
日
本

赤
十
字
社
［
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
］
近
衛
忠
輝
。」
平
成
二
十
一
年
三

月
一
日
発
行
。
第
五
十
巻
二
号
。
六
～
七
頁
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
科
目
等
履
修
生
）


